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第一章 登記総説

不動産登記とはどのような制度か

結 論 > 国民の権利の保全を図り, もって不動産に関する取引の安全と

円滑に資するため,不動産の表示及び不動産に関する権利を一定

の公簿 (登記簿)に公示する制度をいう。

解説

物権は,物に対する直接的,排他的な支配権であるか ら,物権の変動

(保存,設定,移転,変更,処分の制限又は消滅)が第二者か ら認識する

ことができるような何 らかの公示の方法がなければ,取引の安全と円滑と

を図ることができない。古くは物に対する現実の支配 (占有)を もって
,

物権の変動の公示方法としていたが,不動産である土地及び建物に関する

権利の変動については, 占有だけでは権利の表象としての機能が十分でな

い。そこで,不動産に関する権利の変動を第二者から認識することができ

るように,個々の不動産の物理的状況を一定の公簿 (登記簿)に公示する

とともに,不動産に関する権利の変動はその公簿に記録して公示するよう

になった。 これが,不動産登記制度である。

民法177条 は 「不動産に関する物権の得喪及び変更は,不動産登記法

(平成 16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従い

その登記をしなければ,第二者に対抗することができない。Jと規定して
,

不動産に関する権利の変動に対応する登記がされることを促すとともに
,

不動産登記法は,表示に関する登記について,原則として登記の申請義務

を課す (法36条,37条 1項,42条,47条 1項,57条等)こ とによって,不
動産登記制度の理想の実現を図ろうとしている。
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